
 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 26 事業名 藤倉二丁目地区下水道事業 事業番号 Ｄ-２１-１ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 １，１６６，０００（千円） 全体事業費 １，１６６，０００（千円） 

事業概要 

藤倉地区において、地盤沈下により浸水・冠水被害の続く地区内道路及び宅地の嵩上げを藤倉地区被

災市街地復興土地区画整理事業として整備し、併せて藤倉２号雨水幹線（管渠Φ2000～φ1100 L=730m）

を整備し防災性の向上を図る。 
 

 

 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

地質調査・詳細設計・工事の実施 

＜平成 25年度＞ 

下水道本管工事等 

＜平成 26年度＞ 

下水道本管工事等 

＜平成 27年度＞ 

下水道本管工事等 

東日本大震災の被害との関係 

藤倉地区は、北浜地区の防潮堤整備が未竣工であったため津波被害を受けた住宅地であり、全壊50戸、

大規模半壊368戸と甚大な被害を受けた地区である。 地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下して

おり、震災後の高潮や台風等で地区内の道路冠水や床上浸水など被害を受け続けている。この地区の整

備には密集市街地の改善と合わせ、狭あい道路の解消の他、排水処理能力の機能強化等を含めた地域防

災力を強化することが必要になっている。 
今回、実施を予定している地区の面的整備と合せて当施設を増設することにより、復興に向けた居住

環境の向上と早期に排水することが可能となる。 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（塩竈市交付分）個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 33 事業名 桂島地区漁業集落防災機能強化事業 事業番号 Ｃ-５-４ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ９４９，８６０(千円) 全体事業費 ９４９，８６０(千円) 

事業概要 

今次地震・津波による建物被害の大きかった高台移転跡地を対象に特別名勝松島の景観等に配慮しながら浦戸地区の観

光や産業に資する基盤整備を行う。また、既存集落においては、今次地震・津波による建物被害や地盤沈下により、生活

環境の悪化が顕著になっている現状に対応するため、集落排水、集落道の再整備などを実施し、良好な住居環境の確保と

防災機能の向上を図るとともに、観光者や従業者、地域住民の安全確保のため、避難路等の整備を行う。 

「塩竈市震災復興計画」 

Ｐ３０ 「６.復興基本計画」（５）浦戸地区の復興 ②生活基盤の再生 ■復興の方向性 

1. 生活に密接に関わりのある離島航路、市民サービスを早期に復旧し、漁港施設の復旧と併せた地盤沈下対策により冠水解消を図るな

ど、生活環境の改善を推進します。また、避難路の整備やライフラインを強化するなど、防災機能の向上を図るとともに、医療・福

祉環境の充実に努めます。 

Ｐ３７ 「７.沿岸地区の復興のイメージ」（６）浦戸地区 ■復興の方向性 

近接の高台移転等により、住みなれた地域で安全・安心した生活を送れるようにします。特に移転にあたってはコミュニティ単位で

移転を図り、集合住宅によるコンパクトな居住地を形成するとともに、医療・福祉等、生活支援機能を備えた施設設備を検討するな

ど、安心して住み続けられる生活環境の形成に努めます。 

  ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください。 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 本工事 

＜平成 26年度＞ 用地買収、用地測量、本工事 

＜平成 27年度＞ 用地買収、本工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

 浦戸諸島に位置する桂島は、地震及び津波により建物の全壊 41戸、大規模半壊 12戸、半壊 21戸等の被害を受け、また

同時に集落全体の地盤沈下により、満潮時には集落道や宅地への浸水、冠水が恒常化している。 

 長期化しているこのような被害は、住宅再建の障害になるばかりでなく、住民の島外生活を強いる等住民生活への影響

が顕著となっている。 

関連する災害復旧事業の概要 

＜防潮堤の再整備＞ 

 浦戸地区は、外海に面していることから今次津波による被害が大きかったことを踏まえ、沿岸部に整備されていたＴＰ

2.7ｍの防潮堤をＴＰ4.3ｍとして宮城県による再整備を行うこととしている。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等（塩竈市交付分）個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 34 事業名 野々島地区漁業集落防災機能強化事業 事業番号 Ｃ-５-５ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ９２５,０００(千円) 全体事業費 ９２５,０００(千円) 

事業概要 

今次地震・津波による建物被害や地盤沈下により、生活環境の悪化が顕著になっている現状に対応するため、地盤の嵩

上げによる冠水対策や集落排水、集落道の再整備などを実施し、良好な住居環境の確保と防災機能の向上を図る。また、

住民が安全に安心して暮らし続けられるように容易に避難できる避難路等の整備を図る。 

「塩竈市震災復興計画」 

Ｐ３０ 「６.復興基本計画」（５）浦戸地区の復興 ②生活基盤の再生 ■復興の方向性 

1. 生活に密接に関わりのある離島航路、市民サービスを早期に復旧し、漁港施設の復旧と併せた地盤沈下対策により冠水解消を図るな

ど、生活環境の改善を推進します。 

また、避難路の整備やライフラインを強化するなど、防災機能の向上を図るとともに、医療・福祉環境の充実に努めます。 

Ｐ３７ 「７.沿岸地区の復興のイメージ」（６）浦戸地区 ■復興の方向性 

近接の高台移転等により、住みなれた地域で安全・安心した生活を送れるようにします。特に移転にあたってはコミュニティ単位で

移転を図り、集合住宅によるコンパクトな居住地を形成するとともに、医療・福祉等、生活支援機能を備えた施設設備を検討するな

ど、安心して住み続けられる生活環境の形成に努めます。 

  ※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 本工事 

＜平成 26年度＞ 用地買収、用地測量、本工事 

＜平成 27年度＞ 用地測量、本工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

 浦戸諸島に位置する野々島地区は、地震及び津波により建物の全壊 31戸、大規模半壊 9戸、半壊 3戸等の被害を受け、

また同時に集落全体の地盤沈下により、満潮時には集落道や宅地への浸水、冠水が恒常化している。 

 長期化しているこのような被害は、住宅再建の障害になるばかりでなく、住民の島外生活を強いる等住民生活への影響

が顕著となっている。 

関連する災害復旧事業の概要 

＜防潮堤の再整備＞ 

 浦戸地区は、外海に面していることから今次津波による被害が大きかったことを踏まえ、沿岸部に整備されていたＴＰ

2.7ｍの防潮堤をＴＰ3.3ｍとして宮城県及び市による再整備を行うこととしている。  

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 39 事業名 新浜町杉の下線道路事業 事業番号 Ｄ-１-６ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 １，２６６，９７９（千円） 全体事業費 １，２６６，９７９（千円） 

事業概要 

ＪＲ東塩釜駅に近接する藤倉地区において、地盤沈下により浸水・冠水被害の続く地区内道路及び宅地

の嵩上げを面的に整備し防災性の向上を図り、安心して住み続けられる良好な居住環境を確保するため、

被災市街地復興土地区画整理事業の実施（関連事業 D-17）を進めるとともに、高台に整備する避難広場

および塩竃市立第２小学校までの避難道路として、未整備の都市計画道路新浜町杉の下線の拡幅整備（幅

員 12ｍ・延長 467ｍ）を実施する。 

 
 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 

・用地買収、移転補償、補償調査 

＜平成 26年度＞ 

・移転補償、道路工事等 

＜平成 27年度＞ 

・道路工事等 

 

東日本大震災の被害との関係 

藤倉地区は、北浜地区の防潮堤整備が未竣工であったため津波被害を受けた住宅地であり、全壊50戸、

大規模半壊368戸と甚大な被害を受けた地区である。 地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下して

おり、震災後の高潮や台風等で地区内の道路 冠水や床上浸水など被害を受け続けている。この地区の整

備には密集市街地の改善と合わせ、狭あい道路の解消の他、排水処理能力の機能強化等を含めた地域防

災力を強化することが必要になっている。 
また、この地区にある幹線道路は高台への避難路としての機能を有しているが、津波による道路冠水

で被災車などの障害物が滞積したことにより避難路としての機能を果たすことができなかった。 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・藤倉地区被災市街地土地区画整理事業 

・藤倉二丁目地区下水道事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 44 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 Ｄ-５-１ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 １８２，４４９（千円） 全体事業費 １１，５４９，２６４（千円） 

事業概要 

今次津波及び地震により住宅を失った被災者のうち、住宅の自力再建が困難な市民を対象として整備

される災害公営住宅の入居者の居住の安定確保を図る。 

 
 

「塩竈市震災復興計画」 

Ｐ１４ 「６．復興基本計画」（１）住まいと暮らしの再建 ①安全に暮らせる住宅の再建 ■復興の方向性 

３．災害公営住宅などによって住宅再建を支援します。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

 ＜整備（用地買収、基本設計、実施設計、宅地造成工事、建築工事）＞ 

 （平成 25～27年度） 

 ・伊保石地区、錦町地区、桂島地区、野々島地区、寒風沢地区、朴島地区、清水沢地区、 

北浜地区、錦町東地区 

 

 ＜入居予定時期＞ 

 （平成 25年度） 

 ・伊保石地区 1期（31戸） 

 （平成 26年度） 

 ・錦町地区（40戸）・桂島地区 1期（8戸）・野々島地区（15戸） 

 （平成 27年度） 

・寒風沢地区（11戸）・朴島地区（5戸）・桂島地区 2期（6戸） 

 ・伊保石地区 2期（4戸）・清水沢地区（170戸）・北浜地区（60戸）・錦町東地区（70戸） 

 

東日本大震災の被害との関係 

今次津波及び地震により甚大な被害を受けた塩竈市では、住宅が流出もしくは全壊した被災者等のた

め応急仮設住宅が 206戸（本土 158戸、浦戸地区 48戸）建設され、当面の住まいの確保が図られた。 

 仮設住宅の入居者には高齢者が多く含まれ、仮設住宅期間満了後、自力での住宅再建が困難な被災者

が多く想定されることから、これら被災者への住宅確保の必要性に迫られている。 

 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 45 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 Ｄ-６-１ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 １５，９０３（千円） 全体事業費 １９１，６９０（千円） 

事業概要 

今次津波及び地震により住宅を失い仮設住宅等に居住する低所得の被災者が、円滑に恒久的住宅に移

行し、速やかに生活再建ができるよう、災害公営住宅等の家賃を一定期間、入居者が無理なく負担しう

る水準まで低減するため家賃減免を図る。 

 
 

「塩竈市震災復興計画」 

Ｐ１４ 「６．復興基本計画」（１）住まいと暮らしの再建 ①安全に暮らせる住宅の再建 ■復興の方向性 

３．災害公営住宅などによって住宅再建を支援します。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

 ＜整備（用地買収、基本設計、実施設計、宅地造成工事、建築工事）＞ 

 （平成 25～27年度） 

 ・伊保石地区、錦町地区、桂島地区、野々島地区、寒風沢地区、朴島地区、清水沢地区、 

北浜地区、錦町東地区 

 

 ＜入居予定時期＞ 

 （平成 25年度） 

 ・伊保石地区 1期（31戸） 

 （平成 26年度） 

 ・錦町地区（40戸）・桂島地区 1期（8戸）・野々島地区（15戸） 

 （平成 27年度） 

・寒風沢地区（11戸）・朴島地区（5戸）・桂島地区 2期（6戸） 

 ・伊保石地区 2期（4戸）・清水沢地区（170戸）・北浜地区（60戸）・錦町東地区（70戸） 

 

東日本大震災の被害との関係 

今次津波及び地震により甚大な被害を受けた塩竈市では、住宅が流出もしくは全壊した被災者等のた

め応急仮設住宅が 206戸（本土 158戸、浦戸地区 48戸）建設され、当面の住まいの確保が図られた。 

 仮設住宅の入居者には高齢者が多く含まれ、仮設住宅期間満了後、自力での住宅再建が困難な被災者

が多く想定されることから、これら被災者への住宅確保の必要性に迫られている。 

 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 48 事業名 北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 事業番号 Ｄ-１７-４ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 １，６６３，０７４（千円） 全体事業費 １，６６３，０７４（千円） 

事業概要 

宮城県事業として整備される予定の北浜緑地護岸の背後地に位置する北浜地区において，被災市街地復興土地区画整理

事業を実施し，浸水・冠水被害の続く道路及び宅地の嵩上げ，住工混在の解消と脆弱な道路基盤の整備により防災性の向

上と職住近接型の土地利用を進め，新たな居住空間の形成を行うため，事業認可の後，具体に事業を展開するため，審議

会の発足・換地設計・造成設計を行い，早期着工を目指して進めて行くものである。 

 

「塩竈市震災復興計画」 

ｐ３３ 当該事業は，津波被害を受けた「沿岸地区の復興イメージ」の「北浜地区」の復興事業として位置づけている。 

 

※当該事業を復興ビジョン，復興計画，復興プラン等に位置付けている場合は，該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

 

 

 

東日本大震災の被害との関係 

北浜地区は，防潮堤が未整備であったため，津波被害を直接受けた地区であり低層住宅のほとんどが全壊・流出するよ

うな甚大な被害を受けた地区である。地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下し，震災後の高潮や台風等で地区内の

道路冠水や床上浸水など被害を受け続けている。 

この地区の整備には護岸整備・緑地整備と合わせて，狭あい道路の解消や街区の再編成と地区全体の嵩上げ等面的な整

備が必要になっている。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

＜平成 26年度＞ 

・使用収益開始 

・造成工事 

・換地計画準備 

 ・建物移転補償 

 

＜平成 27年度＞ 

 ・造成工事 

 ・公園整備 

 ・測量（出来形） 

 ・換地計画 

 ・換地処分，登記 

  

＜平成24年度＞（参考） 
・都市再生事業計画(案)策定 
・測量調査 
・地質調査 
・建物調査 
・都市計画決定 11月 
 

＜平成 25年度＞ 

・事業認可  4月 

・審議会発足 

・換地設計，仮換地指定 

・造成設計 

・建物移転補償，減価補償買収 

・造成工事 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 49 事業名 藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業 事業番号 Ｄ-１７-５ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ７４２，１３６（千円） 全体事業費 ７４２，１３６（千円） 

事業概要 

ＪＲ東塩釜駅に近接する藤倉地区において、未整備の都市計画道路新浜町杉の下線の拡幅整備（関連

事業D-1）を進めるとともに、地盤沈下により浸水・冠水被害の続く地区内道路及び宅地の嵩上げを面的

に整備し防災性の向上を図り、安心して住み続けられる良好な居住環境を確保するため、H23・H24に実

施した都市再生事業計画案作成事業の成果に基づき、藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業を実施

する。 
 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞参考 

・都市再生事業計画案作成事業（事業調査・基本設計・都市計画決定） 

 

＜平成 25年度＞ 

・移転補償等 

＜平成 26年度＞ 

・移転補償、津波防災整地工事等 

＜平成 27年度＞ 

・津波防災整地工事、道路工事等 

東日本大震災の被害との関係 

藤倉地区は、北浜地区の防潮堤整備が未竣工であったため津波被害を受けた住宅地であり、全壊50戸、

大規模半壊368戸と甚大な被害を受けた地区である。地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下してお

り、震災後の高潮や台風等で地区内の道路冠水や床上浸水など被害を受け続けている。この地区の整備

には密集市街地の改善と合わせ、狭あい道路の解消の他、排水処理能力の機能強化等を含めた地域防災

力を強化することが必要になっている。 
また、この地区にある幹線道路は高台への避難路としての機能を有しているが、津波による道路冠水

で被災車などの障害物が滞積したことにより避難路としての機能を果たすことができなかった。 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・藤倉二丁目地区下水道事業 

・新浜町杉の下線道路事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 50 事業名 越の浦地区下水道事業   事業番号 Ｄ－２１－２ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ３，９７２，２００（千円） 全体事業費 ３，９７２，２００（千円） 

事業概要 

(越の浦雨水ポンプ場整備事業) 

・今次津波の浸水(道路冠水)対策として、下水道施設を整備することにより、内水排除機能を強化すると伴に、

復興に向けた居住環境の向上を図る。 

 H23～H24（効果促進事業）… 測量調査、地質調査、基本設計、詳細設計 

  H25～H27 …下水道工事(ポンプ場…整備排水量 8.5m3/s 、管渠…φ1,800mm,□2,200mm×1,800mm  

L=231m) 、付帯工 (電気設備(自家発電)1箇所))   

「塩竈市震災復興計画 Ｐ２１」 

（２）安全な地域づくり ②公共施設の早期復旧と震災対応力の強化、整備促進 

■復興の方向性 

２．道路や公園を嵩上げするなど、防災の視点を入れた機能強化や下水道施設等の浸水対応力を強化します。 

さらに、病院、上下水道施設の耐震化や更新を推進します。 

当面の事業概要 

 

＜平成２５年度＞ 

 ポンプ場及び管渠工工事一括発注・ポンプ場工事着手 

＜平成２６年度＞ 

 ポンプ場工事等 

＜平成２７年度＞ 

 ポンプ場及び管渠工工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

東北地方太平洋沖地震による地盤沈下及び津波の浸水により、越の浦地区では甚大な被害を受け、本市の動脈路線である

国道４５号が冠水し約１週間通行止めとなるなど、避難活動や産業活動に大きく支障をきたした。                                           

現在でも降雨による浸水被害が頻繁に生じており、当該施設を整備することにより、排水機能を強化し、道路冠水の早期

解消が求められている。 

(H23.9.21 台風15号により約20戸浸水、国道約2日間通行止め) 

 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

直接交付先  

基幹事業との関連性 

 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票   

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 58 事業名 港町地区津波復興拠点整備事業 事業番号 Ｄ-１５-１ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ２，２３０，７００（千円） 全体事業費 ２，２３０，７００（千円） 

事業概要 

当該地区は、津波発生時にマリンゲート塩釜を中心とする防災復興拠点及び交通拠点の機能を維持するための施設として

防災拠点施設（公益的施設）と津波避難デッキ（公共施設）を整備する。 

防災拠点施設は、津波発生時に地区内生活者、来街者、離島生活者などの避難施設とするほか、離島への緊急救援物資輸

送の中核施設としての機能を維持する。また、これら来街者の安全を確保しながら速やかに帰還させる救援サポート機能（帰

還のために必要な情報提供などの機能）を有する。 

津波避難デッキは、津波発生時に地区内生活者、来街者、通行車両の乗車、歩行者などの一次的に緊急避難させる施設と

するほか、ショッピングセンターや防災拠点施設を連結することにより、災害救援物資供給の運搬ルートとして、また、マ

リンゲート塩釜と連結することにより、来街者などの安全な避難及び災害救援、補給を行い、安全に帰還させる施設として

の都市機能を維持する。 

□整備内容 

 ・防災拠点施設 

①津波復興拠点支援施設：避難施設等 A=1,171㎡（1F：駐車場 2F：避難施設等（A=1,171㎡）） 

②マリンゲート塩釜（改築）：備蓄倉庫 A=150㎡ 

・津波避難デッキ L=372m 

・マリンゲート塩釜周辺整備：整地工等 A=10,900㎡ 

□塩竈市震災復興計画 

塩竈市震災復興計画において、津波被害を受けた「沿岸地区の復興イメージ」の「港町地区」（ｐ３２）の復興事業として

位置づけている。 

当面の事業概要 

参考<平成 24年度> 

・都市再生事業計画案作成業務 

（整備計画案作成、都市計画決定（平成 25年 9月 11日）） 

<平成 25年度> 

・実施設計、建築設計 

※事業認可（平成 25年 11月 8日） 

<平成 26年度> 

・津波避難デッキ 

<平成 27年度> 

・津波避難デッキ 

・防災拠点施設 

・マリンゲート塩釜周辺整備（整地工等） 

東日本大震災の被害との関係 

港町地区は、防潮堤を大幅に超える津波被害を受けたことにより、全壊率 35%、半壊以上の被災率が 75%と甚大な被害を

受けた地区である。（全壊 92戸・大規模半壊 105戸） 

L1堤防整備後の L2津波来襲時には、最大 1.0ｍの浸水深となる。 

関連する災害復旧事業の概要 

宮城県 臨港道路 災害復旧事業 

宮城県 防潮堤 災害復旧事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 59 事業名 北浜地区区画整理関連下水道事業（雨水） 事業番号 Ｄ-２１-６ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ４３９，０９８（千円） 全体事業費 ４３９，０９８（千円） 

事業概要 

北浜地区は，宮城県事業として整備される北浜緑地護岸の背後地に位置し，被災市街地復興土地区画整理事業により，浸

水・冠水被害の続く道路及び宅地の嵩上げ，住工混在の解消と脆弱な道路基盤の整備により防災性の向上と職住近接型の土

地利用を進め，新たな居住空間の形成を進めて行くものである。 

当該事業は土地区画整理事業地内の雨水排水施設整備を行い都市機能の向上を図るものである。 

 

「塩竈市震災復興計画」 

ｐ３３ 当該事業は，津波被害を受けた「沿岸地区の復興イメージ」の「北浜地区」の復興事業として位置づけている。 
※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 

・詳細設計 

＜平成 26年度＞ 

・下水道本管工事一式 

（内訳）HPφ600㎜  L=21ｍ 

DIPφ500㎜ L=113ｍ 

マンホール 2基 

ポンプ設備 1基 

＜平成 27年度＞ 

・下水道本管工事一式 

（内訳）HPφ300～600㎜  L=155ｍ 

    DIPφ400～500㎜ L=142ｍ 

    マンホール 1 基 

    ポンプ設備 1基 

    ボックスカルバート 500×800 L=34ｍ 

東日本大震災の被害との関係 

北浜地区は，防潮堤が未整備であったため，津波被害を直接受けた地区であり低層住宅のほとんどが全壊・流出するよう

な甚大な被害を受けた地区である。地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下し，震災後の高潮や台風等で地区内の道路

冠水や床上浸水など被害を受け続けている。 

今回，実施を予定している北浜地区の土地区画整理事業地内の雨水排水施設整備を行い，復興に向けた都市機能の向上を

図る。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 60 事業名 北浜地区区画整理関連下水道事業（汚水） 事業番号 Ｄ-２１-７ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ４４９，３５０（千円） 全体事業費 ４４９，３５０（千円） 

事業概要 

北浜地区は，宮城県事業として整備される北浜緑地護岸の背後地に位置し，被災市街地復興土地区画整理事業により，浸

水・冠水被害の続く道路及び宅地の嵩上げ，住工混在の解消と脆弱な道路基盤の整備により防災性の向上と職住近接型の土

地利用を進め，新たな居住空間の形成を進めて行くものである。 

当該事業は土地区画整理事業地内の汚水排水施設整備を行い都市機能の向上を図るものである。 

 

「塩竈市震災復興計画」 

ｐ３３ 当該事業は，津波被害を受けた「沿岸地区の復興イメージ」の「北浜地区」の復興事業として位置づけている。 
 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 

・詳細設計 

＜平成 26年度＞ 

・下水道本管工事一式 

（内訳）VUφ200㎜  L=203ｍ 

    マンホール 6基 

＜平成 27年度＞ 

・下水道本管工事一式 

（内訳）VUφ200㎜  L=738ｍ 

    マンホール 23基 

東日本大震災の被害との関係 

北浜地区は，防潮堤が未整備であったため，津波被害を直接受けた地区であり低層住宅のほとんどが全壊・流出するよう

な甚大な被害を受けた地区である。地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下し，震災後の高潮や台風等で地区内の道路

冠水や床上浸水など被害を受け続けている。 

今回，実施を予定している北浜地区の土地区画整理事業地内の汚水排水施設整備を行い，復興に向けた都市機能の向上を

図る。 

 

 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 63 事業名 藤倉地区道路事業（区画整理） 事業番号 Ｄ-２-１ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ５３１，７５６（千円） 全体事業費 ５３１，７５６（千円） 

事業概要 

ＪＲ東塩釜駅に近接する藤倉地区において、未整備の都市計画道路新浜町杉の下線の拡幅整備（関連

事業 D-1）を進めるとともに、地盤沈下により浸水・冠水被害の続く地区内道路及び宅地の嵩上げを面

的に整備し防災性の向上を図り、安心して住み続けられる良好な居住環境を確保するため、H23・H24に

実施した都市再生事業計画案作成事業の成果に基づき、藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業とし

て、未整備の都市計画道路新浜町杉の下線の拡幅整備（幅員 12ｍ・延長 235ｍ）を実施する。 

 

 
 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25年度＞ 

・移転補償、用地買収 

＜平成 26年度＞ 

・移転補償 

＜平成 27年度＞ 

・道路工事等 

東日本大震災の被害との関係 

藤倉地区は、北浜地区の防潮堤整備が未竣工であったため津波被害を受けた住宅地であり、全壊50戸、

大規模半壊368戸と甚大な被害を受けた地区である。 地震及び津波被害により地区全体が地盤沈下して

おり、震災後の高潮や台風等で地区内の道路冠水や床上浸水など被害を受け続けている。この地区の整

備には密集市街地の改善と合わせ、狭あい道路の解消の他、排水処理能力の機能強化等を含めた地域防

災力を強化することが必要になっている。 
また、この地区にある幹線道路は高台への避難路としての機能を有しているが、津波による道路冠水

で被災車などの障害物が滞積したことにより避難路としての機能を果たすことができなかった。 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・藤倉二丁目地区下水道事業 

・新浜町杉の下線道路事業 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２７年２月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 78 事業名 新浜地区漁業集落防災機能強化事業 事業番号 Ｃ－５－７ 

交付団体 塩竈市 事業実施主体（直接/間接） 塩竈市（直接） 

総交付対象事業費 ７８２，０００（千円） 全体事業費 ７８２，０００（千円） 

事業概要 

・高度衛生管理型魚市場や荷捌所、関連する付帯施設の整備等と連携し、漁港背後地や周辺地区で展開

される水産業全体の復興を図るもので、具体的には防潮堤及び荷捌き場(H28～H29完成予定)の整備との

事業調整を図りながら、災害復旧の対象とならない排水施設の整備及びこれに付随して派生する道路舗

装を実施するもの。 

・排水施設の整備は、生産加工に必須である衛生管理を強力に推進するとともに、水産加工品や原材料

等の輸送の弊害となっていた道路等の冠水を是正することができるため、輸送の円滑化や生産性の向上

が期待でき、あわせて水産業製品の販路拡大につながることが期待できる。 

 

「塩竈市震災復興計画」 

Ｐ２３ 「６．復興基本計画」（３）産業の再生・復興 ①水産業・水産加工業の再生・復興 ■復興の方向性 

１．マグロに特化している取り扱い魚種を幅広いものに変えるために、凍結機能を持った冷蔵庫整備を支援するなど、魚

市場背後地の機能を強化します。 

魚市場については、県の災害復旧事業による漁港岸壁の早期復旧と合わせ、建屋等を国の補助制度を活用し、高度衛

生化を含めて将来を見据えた施設への建替を推進します。 

２．水産加工団地における地盤沈下対策の方策を検討するとともに、復興特区制度を活用した空き区画等への新規企業の

誘致、研究施設など加工関連施設の誘致を推進するなど、産業集積地、水産加工業の拠点としての再生を図ります。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 27年度＞ 

・排水路設置工事(側溝及び暗渠工)L＝6,797m、道路舗装工事Ａ＝38,343㎡ 

東日本大震災の被害との関係 

本市沿岸部に大津波が襲来し、本土地区においては浸水範囲が 22%に達した。特に本土地区の沿岸部

では、埋立により市街地が形成されてきたこともあり甚大な浸水被害が集中し、地盤沈下や不等沈下が

著しく、震災後の高潮や台風等で道路冠水などの被害を受け続け、本市の水産業、水産加工業は総額１

１０億５千万円以上に及ぶ多大な被害を被った。 

こうしたことから、新浜地区においては復旧事業等と連携し、排水施設を整備することで衛生上及び

輸送上の課題を解消し、良好な生産基盤の確保により、集落及び漁業の復興を行うこととしている。 
※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

・宮城県 漁港道路復旧事業 

・宮城県 特定第三種 塩釜漁港 災害復旧事業 

・水産庁 「水産流通基盤整備事業」 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 


